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   第 ２ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成29年４月27日(木曜日) 

            午後２時58分開議 

            午後４時32分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成29年度主要事業等説明 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 古 閑 陽 一 

政策審議監 渡 辺 克 淑 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 立 川   優 

子ども・障がい福祉局長 柳 田 紀代子 

健康局長 田 原 牧 人 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 厚 地 昭 仁 

高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 下 山   薫 

社会福祉課長 島 川 圭 二 

子ども未来課長 吉 田 雄 治 

首席審議員兼 

子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

障がい者支援課長 奥 山 晃 正 

首席審議員兼 

医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 髙 水 真守生 

健康づくり推進課長 岡 﨑 光 治 

薬務衛生課長 大 川 正 晃 

病院局 

病院事業管理者 永 井 正 幸 

総務経営課長 緒 方 克 治 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 若 杉 美 穂 

政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午後２時58分開議 

○田代国広委員長 それでは、ただいまから

第２回厚生常任委員会を開会いたします。 

 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 第１回の厚生常任委員会で委員長に選任い

ただきました田代でございます。 

 尐子高齢化が加速する中で、福祉行政を取

り巻く環境は極めて厳しい時代を迎えたと思

いますけれども、そういったときだからこ

そ、当委員会の必要性、重要性が高まってく

るんじゃないかというふうに思っておりま

す。 

 これから１年間、緒方副委員長のサポート

をいただきながら、誠心誠意、円滑な委員会

運営に努めてまいりますので、執行部の皆さ

んはもとより、委員各位の御指導、御鞭撻、

そして御協力を心からお願い申し上げまし

て、簡単ですけれども、御挨拶とさせていた

だきます。１年間お世話になります。よろし

くお願いいたします。 
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 それでは、続いて、緒方副委員長から御挨

拶をお願いいたします。 

 

○緒方勇二副委員長 皆さん、改めまして、

こんにちは。 

 副委員長に選任いただきました緒方でござ

います。 

 一生懸命田代委員長を補佐して１年間やっ

てまいりますので、委員の皆さん方、執行部

の皆さん方、どうぞよろしくお願い申し上げ

まして、簡単ですが、御挨拶とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

○田代国広委員長 本日の委員会は、執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

執行部の幹部職員の自己紹介をお願いしま

す。 

 なお、自己紹介は、課長以上について、自

席からお願いします。 

 また、審議員、課長補佐等につきまして

は、お手元の説明資料中の役付職員名簿によ

り紹介にかえたいと思います。 

 それでは、健康福祉部、病院局の順でお願

いいたします。 

  （健康福祉部長～薬務衛生課長、病院事

業管理者、総務経営課長の順に自己紹

介） 

○田代国広委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります

が、質疑については、執行部の説明を求めた

後、一括して受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から資料に従い説明をお願

いします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 平成29年度の健康福祉

部の主要事業等につきまして御説明を申し上

げます。 

 昨年４月の熊本地震発生以降、健康福祉部

では、医療救護活動、物資や避難所運営の支

援、要配慮者への対応、被災者の住まいの確

保等に取り組んでまいりました。平成29年度

は、これまでの取り組みをさらに加速化さ

せ、被災者に寄り添った支援をより一層進め

てまいります。 

 そのため、今年度から健康福祉政策課に地

域支え合い支援室を設置し、ボランティアや

地域福祉などの業務と災害救助法や地域支え

合いセンター支援等の業務を一体的に行うこ

ととしております。昨年６月に設置しました

すまい対策室とあわせて、きめ細やかな被災

者支援を進める体制を整備いたしました。 

 次に、平成29年度の主な施策について御説

明をいたします。 

 初めに、熊本地震への対応につきまして

は、昨年度に引き続き、地域支え合いセンタ

ーの訪問活動等を通して、被災者の生活や住

まいの再建に向けたきめ細やかな支援を行っ

てまいります。 

 あわせて、心の問題を抱える被災者につい

ては、熊本こころのケアセンターによる訪問

支援等を実施してまいります。 

 また、県内の災害ボランティア団体のネッ

トワーク強化やスキルアップなどを支援し、

災害に備えた体制の強化を図ります。 

 次に、結婚・妊娠出産・子育て支援につき

ましては、共働き家庭等からのニーズに応え

るため、放課後児童クラブの開所時間の延長

につながる支援を強化してまいります。 

 また、結婚を希望する人を応援するための

仕組みを新たにつくり、市町村とともに取り

組んでまいります。 

 このほか、熊本市と共同で子供の貧困に関

する実態調査を行うなど、くまもと子ども・
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子育てプランに掲げます子供の貧困対策を効

果的に推進していくこととしております。 

 次に、高齢者への支援につきましては、高

齢者が身近な地域で安心して自立した生活が

できるよう、医療・介護人材の育成など、自

立支援型のケアマネジメントの充実に取り組

むことといたしております。 

 また、介護を要する高齢者の増加に対応す

るため、地域密着型特別養護老人ホーム等の

介護基盤の整備や、介護現場の負担軽減を図

る介護アシスタントの導入など介護の担い手

の確保に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、障害者への支援につきましては、熊

本地震での課題を踏まえ、タブレット等を活

用した遠隔手話通訳サービスの導入や、在宅

就業支援体制の構築に取り組んでまいりま

す。 

 次に、保健・医療の推進につきましては、

県民の健康寿命の延伸に向けた取り組みをさ

らに推進するため、企業や団体と連携して、

県民総参加の健康づくりに引き続き取り組ん

でまいります。 

 また、昨年度末に策定しました地域医療構

想の推進に当たり、10の構想区域に地域医療

構想調整会議を設置し、地域の課題や取り組

みの方向性を協議してまいります。 

 また、大規模災害に備え、モバイルファー

マシー、医薬品供給車両の整備にも新たに取

り組んでまいります。 

 このほか、屠畜検査のバイオセキュリティ

ー機能の強化や、食肉の海外輸出を促進する

ため、食肉衛生検査所の建てかえに着手をい

たします。 

 また、平成30年度からの国民健康保険財政

の安定化を図るために、予期せぬ保険給付の

増加等に備えて設置します基金への積み増し

を行ってまいります。 

 これらにより、特別会計を含む健康福祉部

の平成29年度の当初予算につきましては、震

災対応分の223億3,000万円余を含む総額

1,699億1,000万円余を計上しており、骨格予

算として編成しました平成28年度当初予算と

比べまして、266億4,000万円余の増額、率に

しまして約18.6％の増加となっております。 

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につ

きましては、関係各課長が説明をいたします

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○田代国広委員長 引き続き各課長から説明

をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 平成29年度主要事業及び新規事業の２ペー

ジをお願いいたします。 

 項目、災害救助対策の推進について説明し

ます。 

 まず、１、災害救助事業は、平成28年熊本

地震の被災者に対して行う災害救助法に基づ

く事業です。主に、みなし仮設住宅の賃借料

等の経費でございます。予算としては、210

億4,800万円余となっております。 

 ２の災害弔慰金事業は、災害弔慰金の支給

等に関する法律に基づき、熊本地震の被災者

に対する災害弔慰金等を支給する市町村への

負担金でございます。 

 ３の災害援護資金貸付金につきましても、

同法律に基づき、熊本地震の被災者に対し、

災害援護資金の貸し付けを行う市町村に対

し、国及び県が負担する貸付原資を拠出する

ものです。 

 項目、被災者支援の推進をお願いいたしま

す。 

 １の地域支え合いセンター運営支援事業

は、熊本地震被災者の日常生活を支え、早期

の生活再建を支援するために、市町村が設置

する地域支え合いセンターの活動に要する経

費の助成などを行うものです。地域支え合い

センターに配置する職員が、仮設住宅、みな
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し仮設住宅等に居住する被災者を訪問し、専

門機関につなぎ、被災者支援を進めていくこ

とを目的としております。 

 ２の災害ボランティア団体育成事業につき

ましては、本年度から新たに取り組む事業で

ございます。県内の災害ボランティア団体の

育成を図るため、くまもと災害ボランティア

団体ネットワーク、ＫＶＯＡＤが行う災害ボ

ランティア団体のネットワーク強化やスキル

アップ等に要する経費に関して助成を行うも

のでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 項目、地域福祉の推進をお願いいたしま

す。 

 １の地域福祉計画推進・支援事業について

ですが、平成28年３月に策定いたしました第

３期熊本県地域福祉支援計画に基づき、地域

福祉の推進を図ることとしております。 

 (1)の地域の縁がわづくり推進・支援事業

ですが、子供、高齢者、障害者など、誰もが

気軽に集い、支え合う地域の拠点である地域

の縁がわ及び地域の縁がわに宿泊サービスの

機能をあわせ持つ地域ふれあいホームの取り

組みを促進するものでございます。 

 次に、(2)くまもと暮らし安心システム推

進事業につきましては、市町村等が行う地域

包括ケアシステムと健康づくりや活躍、就労

の取り組みを一体的に推進するくまもと暮ら

し安心システムの推進に要する経費について

助成を行うものです。 

 項目、保健・医療の推進についてです。 

 １、第７次保健医療計画策定事業ですが、

本年度において第７次保健医療計画を策定す

る必要があり、県及び各地域の保健医療推進

協議会において必要な検討を行うこととして

おります。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○厚地健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 主なものを御説明させていただきます。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、項目でございますが、動物の愛護管

理の推進でございまして、１の熊本地震被災

ペット救護対策事業でございます。 

 ことし４月、熊本県動物管理センターは、

動物愛護センターに名称を変更しております

が、その動物愛護センターに保護した被災ペ

ットを飼養管理し、譲渡を進める震災対策事

業でございます。 

 次に、３の動物愛護推進事業でございま

す。 

 熊本地震での対応を踏まえ、現行の第２次

熊本県動物愛護・管理推進計画の改定を前倒

しし、動物愛護団体やボランティアと連携し

ながら、動物愛護の意識啓発や適正な飼養管

理の指導等をさらに推進することで、殺処分

ゼロを目指す第３次計画を策定いたします。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 項目は、食品の安全確保対策でございま

す。 

 １のと畜検査整備事業、食鳥肉処理安全対

策事業及び対米等輸出食肉検査事業でござい

ます。 

 震災対策といたしまして、屠畜検査のため

の検査機器を整備いたします。 

 また、屠畜場、食鳥処理場で処理される食

肉の検査と施設の衛生指導を行います。 

 なお、国の方針を受けまして、健康牛を対

象としたＢＳＥ検査は平成28年度で終了いた

します。 

 ２の食品営業監視事業でございますが、

(2)のＨＡＣＣＰ導入推進事業でございま

す。  

 国際標準でありますＨＡＣＣＰにつきまし

ては、国が平成32年度までの義務化を目指し

ていることから、食品関連事業者に普及促進

を図るとともに、導入施設への技術的支援を

行います。 

 続きまして、３でございます。 
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 管理・運営費でございます。老朽化いたし

ました食肉衛生検査所の検査機能を強化する

ため、食肉衛生検査所の建てかえに着手いた

します。 

 続きまして、６ページをお開きください。 

 項目といたしましては、健康危機管理対策

の推進でございます。 

 平時、災害時におきます感染症や食中毒な

どの健康危機に迅速に対応するため、関係機

関との連携を強化いたしまして、原因究明や

拡大防止に向けた職員育成に取り組んでまい

ります。 

 続きまして、項目の感染症対策の推進でご

ざいます。 

 ２の肝炎対策事業でございます。 

 肝炎対策を推進するため、医療費の助成、

肝炎ウイルス検査の実施や精密検査費用の助

成、医療・検診機関、行政等の連携強化、肝

炎サロンによる正しい知識の啓発や患者支援

などの取り組みを進めます。 

 続きまして、７ページをごらんください。 

 ３の結核検診事業及び結核対策特別促進事

業費でございます。 

 結核患者が発生いたしました場合、迅速に

接触者の調査、検診を実施いたしまして、感

染拡大防止に努めます。また、回復した後

も、再発防止のために、精密検査等を行いま

す。 

 最後に、新型インフルエンザ対策費でござ

います。 

 熊本県新型インフルエンザ等対策行動計画

に基づきまして、新型インフルエンザの発生

に備えまして、初動対応の訓練、研修や、薬

の行政備蓄を進めてまいります。 

 健康危機管理課の主要事業及び新規事業は

以上でございます。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 主な事業を御説明します。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 まず、項目欄の一番上の高齢者福祉計画・

介護保険事業支援計画等に関することです

が、説明欄１の新規事業、「高齢者福祉計

画・介護保険事業支援計画」等次期計画策定

事業は、知事の諮問機関であります県社会福

祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進

部会等の御意見を踏まえ、平成30年度から３

カ年を計画期間とする第７期の計画策定を行

う事業でございます。 

 次は、項目欄は元気高齢者に対する取り組

みでございますが、説明欄１、高齢者の生き

がいと健康づくりの推進の(1)の明るい長寿

社会づくり推進事業でございますが、これ

は、一般財団法人熊本さわやか長寿財団が実

施しますさわやか大学校の運営や、シルバー

スポーツ大会など高齢者の生きがいと健康づ

くり等の事業に補助を行うものでございま

す。 

 (2)の高齢者能力活用推進事業は、高齢者

の社会参加を推進するため、同じく熊本さわ

やか長寿財団が県内11カ所で実施しておりま

す、高齢者の無料職業紹介事業に要する経費

を補助する事業でございます。 

 次の(3)の新規事業、高齢者のいきがい就

労推進事業は、元気な高齢者の多様な就労を

推進するため、国の行政機関やシルバー人材

センター、事業者団体等との協議を行うとと

もに、県民啓発のためのシンポジウム、高齢

者就労調査などを実施する事業でございま

す。 

 次の２の老人クラブ活動の推進の(1)県・

市町村老人クラブ連合会活動推進事業は、県

老人クラブ連合会や市町村の老人クラブ連合

会が実施します健康づくりや広報啓発事業、

運営費等に補助を行う事業でございます。 

 次は、９ページをお願いいたします。 

 １つ飛びまして、項目欄は要介護高齢者に

対する取り組みになりますが、説明欄の１、

介護基盤整備の(1)介護基盤緊急整備等事業
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は、市町村が行う介護保険計画等に基づき整

備をします地域密着型特別養護老人ホーム等

の整備に要する経費について補助をする事業

です。今年度は、地域密着型特養４カ所、グ

ループホーム２カ所、小規模多機能型居宅介

護事業所13カ所等の整備を予定しておりま

す。 

 次の(2)の老人福祉施設整備等事業は、特

別養護老人ホーム等の老朽化の解消とユニッ

ト化に伴う施設の改築に要する経費について

補助をする事業でございます。今年度は、特

別養護老人ホーム１施設分の整備を予定して

おります。 

 次の２の施設開設準備経費助成特別対策事

業は、先ほど(1)で御説明をいたしました地

域密着型特別養護老人ホーム等の施設開設の

ために必要な人件費や広報費等の準備経費に

ついて補助をする事業でございます。 

 次は、10ページをお願いいたします。 

 １つ飛びまして、４、介護人材の確保の

(2)の介護人材確保対策推進事業は、介護人

材確保のため、介護職の魅力や専門性等のＰ

Ｒなどの広報、啓発のイベントを実施した

り、また、福祉団体等が実施します介護職員

の定着支援のためのセミナーや研修に補助を

する事業でございます。 

 (3)の介護アシスタント育成事業は、介護

職員の負担軽減を図るため、介護施設におい

て、食事の配膳、掃除、ベッドメークなど、

介護の周辺業務に従事する介護補助職導入に

係る介護施設団体の取り組みに要する経費に

ついて補助をする事業でございます。今年度

は、２団体への補助を予定しております。 

 (4)の新規事業、介護職員勤務環境改善支

援事業につきましては、介護職員の勤務環境

改善を図るため、施設等が介護ロボットを導

入する経費に補助をする事業でございます。

１機器当たり10万円を限度に補助を行う予定

です。 

 次は、項目欄は地域福祉の推進でございま

すが、説明欄１、福祉人材の確保の(1)の福

祉人材緊急確保事業につきましては、若い人

などの福祉・介護分野への新規参入等を図る

ため、施設職員による中学校への出前講座や

職場体験を実施したり、一般求職者を対象と

した合同面接会や就業後の相談対応等を行う

事業でございます。県社協へ委託をして実施

をしております。 

 次は、11ページをお願いいたします。 

 最後に、(2)の介護福祉士修学資金等貸付

事業費補助（県負担分）でございますが、介

護福祉士等の資格取得のための修学資金及び

離職した介護人材の再就職準備金の貸し付け

を県社協が実施をしておりますが、その貸付

原資について補助を行う事業でございます。 

 高齢者支援課の事業は以上でございます。 

 

○下山認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、項目欄、左のほう、認知症施策の推

進です。 

(1)認知症診療・相談体制強化事業につき

ましては、県内12カ所の認知症疾患医療セン

ターなどの医療体制、関係機関との連携体

制、認知症に関する相談体制の充実強化に要

する経費です。 

 (2)の認知症の人と家族の安心サポート事

業は、認知症サポーターの養成促進及びサポ

ーターによる見守り体制の構築等に要する経

費でございます。 

 １番、２番とも括弧書きで震災対応として

おりますのは、通常時の需要よりやや高いと

いう想定のもとに若干の加算をしておるもの

です。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 ちょっと飛びます。(8)でございます。 

 「熊本モデル」若年性認知症対応力向上支

援事業は、若年性認知症者が安心して過ごす
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ことができる居場所を拡大し、介護施設にお

ける若年性認知症の方を対象とした社会参加

等に向けた対応プログラムの開発を支援する

経費でございます。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 項目欄、地域包括ケアの推進に移ります。 

 (1)、これは新規事業となりますが、自立

支援型ケアマネジメント多職種人材育成事業

となっております。医療、介護の多職種の専

門職の自立支援志向の強化のための人材育成

研修に要する経費でございます。専門職が、

対象者の自立を促そうという強い明確な目的

を持って介護に取り組んでいただくための研

修でございます。 

 (2)熊本型介護予防機能強化事業は、介護

予防教室など、介護予防事業を推進する市町

村への各種支援に要する経費です。 

 (3)訪問看護ステーション等経営強化支援

事業は、訪問看護ステーションの看護技術面

の支援等に要する経費や運営費について助成

する事業でございます。 

 (4)地域包括ケア推進体制強化事業は、医

療と介護の連携促進など、地域包括ケアシス

テムの構築に向けた市町村、地域包括支援セ

ンターの機能強化に要する経費について助成

等を行う事業です。 

 １つ飛びまして、(6)、中山間地域等創生

による地域包括ケア推進事業は、中山間地域

等の条件不利地域において、市町村等が在宅

サービス提供体制の整備に要する経費につい

て助成を行うものでございます。 

 最後に、15ページをお願いいたします。 

 項目欄、市町村介護保険事業の円滑な推進

です。 

 (1)から(3)までは、いずれも市町村に対す

る県の法定負担金、交付金でございます。 

 (3)第１号保険料県負担金交付事業は、市

町村が実施しております低所得者への介護保

険料の軽減に要する費用に係る負担金でござ

います。 

 (4)介護保険財政安定化基金事業は、介護

保険法に規定します介護保険財政安定化基金

の償還金及び運用利益を積み立てる事業でご

ざいます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。 

 

○島川社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 まず、生活困窮者に対する取り組みについ

てでございます。 

 説明欄１の生活保護の適正実施のうち、

(1)の生活保護適正実施推進事業は、生活保

護制度の適正な実施を確保するため、監査や

調査、研修等の取り組みを行うものです。 

 (2)の福祉事務所費は、県福祉事務所にお

ける生活保護業務に要する経費でございま

す。 

 (3)の新規事業の社会保障生計調査委託

は、国が生活保護制度の企画、運営に必要な

基礎資料を得るため、おおよそ６年ごとに、

全国から調査対象自治体を選定して行われる

被保護世帯の生活実態調査でございます。 

 ２の扶助費の(1)生活保護費、(2)生活保護

県費負担金は、生活保護世帯に対する生活扶

助費、医療扶助費などでございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 ３の生活困窮者に対する自立支援でござい

ますが、生活保護に至る前の段階のセーフテ

ィーネットとして施行された生活困窮者自立

支援法に基づく事業で、(1)の総合相談支援

事業は、生活困窮者に対し、自立相談支援窓

口において、総合的な相談支援や自立のため

のプラン策定を行うものでございます。 

 (2)の自立支援プラン推進事業は、(1)の事

業で策定された支援プランに基づき、家計相

談や子供の学習支援等を実施するものです。 

 なお、(1)、(2)の事業は、震災対応とし

て、被災地域の相談体制の拡充を図っており
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ます。 

 (3)の矯正施設等退所者社会復帰支援事業

は、障害者または高齢者など、福祉的支援を

必要とする刑務所等退所者への支援を行うも

のでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 (4)の生活保護世帯からの進学応援資金貸

付事業は、生活保護世帯の子供が大学等へ進

学することを応援するために、修学期間中の

生活費の貸し付けを行うものです。 

 (5)の生活福祉資金貸付事業費は、県社会

福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付事務に

要する経費を助成するものです。 

 次に、戦没者等の援護についてでございま

す。 

 １の遺家族等に対する援護のうち、(1)特

別給付金等支給事務費は、戦没者等の遺族に

対する特別弔慰金の裁定等に要する事務費

で、(2)の引揚者等援護事務費、(3)の引揚者

等援護扶助費は、永住帰国された中国残留邦

人の方に対する通訳派遣等の支援、支援給付

金の支給を行うものです。 

 次に、社会福祉施設等の指導監査について

でございます。 

 社会福祉施設指導監査事業につきまして

は、社会福祉法人及び社会福祉施設の適正な

運営を確保するため、関係法令に基づき、監

査を実施するものです。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 19ページから御説明いたします。 

 まず、教育・保育サービスの充実及び地域

における子育て支援でございますが、そのう

ち、１から５につきましては、就学前の子供

の保育等に関する予算でございます。 

 １の子どものための教育・保育給付費につ

きましては、子ども・子育て支援法に基づき

ます私立保育所、認定こども園等に対する市

町村の給付費に係る負担金でございます。 

 ２の保育施設運営費補助につきましては、

市町村が行う延長保育や病児・病後児保育事

業等の補助事業でございます。 

 ３につきましては、保育所等での保育士の

確保を図るため、熊本県社会福祉協議会が行

っております保育士資格取得のための修学資

金貸し付けや潜在保育士の再就職支援等の経

費について助成しているものでございます。 

 ４の多子世帯子育て支援事業につきまして

は、保育所を利用されている第３子以降の３

歳未満児の保育料の無料化について助成して

いるものでございます。 

 ５につきましては、家庭で子育てをしてい

る方に対する子育て支援の充実を図るため、

地域子育て拠点や一時預かり等について助成

するものでございます。 

 次の６及び裏面の７につきましては、放課

後児童クラブ関係の予算でございます。 

 まず、６につきましては、放課後児童クラ

ブの運営経費について助成するものでござい

ます。 

 裏面の７につきましては、放課後児童クラ

ブの施設整備の経費について助成するもので

す。 

 ８のみんなで子育て推進事業につきまして

は、地域ぐるみでの子育て支援を推進するた

め、子育て支援関係者による子育てトーク

や、子育て応援の店の登録等を行っているも

のでございます。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 項目欄の結婚・妊娠・出産・子育てのステ

ージに応じた切れ目のない支援といたしまし

て、結婚支援や母子保健施策を掲載しており

ます。 

 まず、１の災害時の子どもの心のケア研修

事業につきましては、震災対応でございまし

て、被災した親子の心のケアに携わる保健

師、保育士等に対する研修会の開催経費でご

ざいます。 
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 ２のくまもと結婚応援市町村連携推進事業

につきましては、結婚を望む人の希望がかな

うよう、市町村等が行う結婚支援の取り組み

の支援に要する経費でございます。 

 ３の不妊対策事業につきましては、希望す

る妊娠、出産の実現のため、不妊に悩む方へ

の相談支援や不妊治療の助成などでございま

す。 

 ４の熊本型早産予防対策事業につきまして

は、早産による低出生体重児の出生を防止す

るため、市町村が行う膣分泌検査や歯科健診

の経費について助成するものでございます。 

 最後に、５、６につきましては、乳幼児の

疾病の早期治療を促進するため、あるいは小

児慢性特定疾病にかかっている児童等の健全

育成のため、医療費の助成を行っているもの

でございます。 

 子ども未来課は以上です。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 資料22ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 項目といたしまして、要保護児童対策につ

きまして、４つ上げております。 

 説明欄の１でございます。 

 子ども虐待防止総合推進事業でございま

す。 

 年々増加する児童虐待の相談に対応してお

ります児童相談所――市町村でございます

が、児童虐待の防止や被虐待児への支援等の

ため、児童相談所を中心に児童虐待対策を推

進しますとともに、市町村、それから警察等

関係機関と連携を強化しているところでござ

います。 

 ２番、里親推進事業でございます。 

 特定の大人とのしっかりとした愛着を形成

することが重要だと言われておりますが、家

庭での養育に欠ける子供たちを家庭的な環境

のもとで養育する里親制度につきまして、普

及促進を図っております。また、同時に、里

親家庭への訪問、また、里親交流事業等を実

施し、里親家庭への支援、里親委託を推進し

ております。 

 ３番でございます。 

 児童養護施設等及び里親委託に係る措置費

でございます。 

 保護者のいない児童、または保護者に監護

させることが不適当と認められる子供たちの

保護及び児童自立支援を目的とした児童養護

施設等の入所、または里親委託に要する経費

を負担するものでございます。 

 ４番、こちらは新規事業でございます。産

前・産後母子支援事業でございます。 

 望まない妊娠に悩む女性、また、妊婦健診

を受けずに出産に至った産婦等への支援を強

化するため、相談支援等を行う事業につきま

して、産科医療機関等に委託するものでござ

います。 

 次の項目、子ども・若者への支援といたし

まして、子ども・若者総合相談センター事業

でございます。 

 ニート、ひきこもり等社会的自立が困難な

子供、若者を支援するため、第１次相談窓口

となります子ども・若者総合相談センターを

設置しておりまして、その運営を委託してい

るところでございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 項目といたしまして、ひとり親家庭等福祉

の推進といたしまして、２つ上げているとこ

ろでございます。 

 説明欄１でございます。 

 ひとり親家庭等学習支援・交流事業でござ

います。 

 こちらは、公民館や社会福祉施設等を活用

いたしまして、退職教員等の学習支援員にお

願いいたしまして、ひとり親家庭等の子供に

対し、学習支援を行っております地域の学習

教室等を実施するものでございます。こちら

は、平成28年度におきまして、112カ所相
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当、それから500名相当の子供たちに利用し

ていただいているところで、いずれも全国１

位の実績でございます。 

 ２番、母子父子寡婦福祉資金貸付金でござ

います。 

 ひとり親家庭等の経済的自立を支援し、子

供たちの福祉の向上を図るため、修学資金、

就学支度資金、生活資金等の各種資金の貸し

付けを行っているところでございます。 

 項目、ＤＶ対策の推進といたしまして、２

つ上げているところでございます。 

 １番、ＤＶ対策でございます。 

 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護のため、ＤＶ未然防止教育等の啓発、こち

らは、県立高校等に出向きまして教育を実施

しているところでございます。被害者からの

相談対応、被害者の保護や自立支援等の取り

組みを行っておるところでございます。 

 続きまして、２番、こちらは新規事業にな

ります。ＤＶ被害者総合支援・加害者対応モ

デル事業でございます。 

 ＤＶ被害を受けて保護された方の約４割

が、もとの生活していた地域に戻るという現

状がございます。ＤＶ被害者の方々が住みな

れた地域で安心して生活ができるよう、関係

機関と連携しながら、総合的な支援をモデル

的に実施し、被害者支援体制の構築を目指す

ものでございます。 

 次に、項目、子どもの貧困対策の推進とい

たしまして、新規事業でございます子どもの

生活実態調査事業でございます。 

 子供の貧困に関する本県での実態を把握す

るため、県内の小５、中２の全生徒及びその

保護者を対象とした調査を実施するものでご

ざいます。 

 以上、子ども家庭福祉課でございました。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の24ページをお願いいたします。 

 まず、被災者の心のケアについてでござい

ます。 

 説明欄の１、こころのケアセンター運営事

業は、熊本地震による被災者の心のケアを中

長期的に行うため、昨年10月に熊本こころの

ケアセンターを設置して、被災者の相談支援

や心のケアを行う人材の育成、市町村職員等

への支援などを行う事業でございます。 

 説明欄２については、熊本地震で活動した

災害派遣精神医療チーム、熊本ＤＰＡＴの活

動に要する経費、具体的には、派遣時の保険

料などの経費でございます。 

 次に、障害者施策の総合的な推進として、

くまもと障がい者プラン推進事業でございま

す。本年度は、障害者施策の基本計画であ

る、くまもと障がい者プランの中間見直しを

行うとともに、障害福祉サービス等の必要見

込み量などを設定する第５期障がい福祉計画

及び第１期障がい児福祉計画を策定すること

としております。 

 次に、障害者の差別の解消及び権利擁護の

推進についてでございます。 

 説明欄１の障害者条例推進事業は、障害の

ある人もない人も共に生きる熊本づくり条例

に基づき、相談体制の整備や個別事案解決の

ための調整委員会による助言、あっせんの実

施、県民の理解を深めるための普及啓発を行

うものでございます。 

 また、説明欄２の障害者虐待防止対策支援

事業については、障害者虐待防止法に基づ

き、関係機関と連携して迅速に対応するとと

もに、虐待防止に関する研修会の実施や普及

啓発等に取り組むものでございます。 

 次に、保健医療体制の充実についてでござ

います。 

 説明欄１、熊本地震を踏まえた自殺予防等

対策推進事業については、自殺防止対策とし

て、相談支援や自殺予防にかかわる人材の養

成を行うとともに、自殺対策を行う市町村や

民間団体への助成を行うものでございます。 
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 25ページをお願いいたします。 

 説明欄の２、精神科救急医療体制整備事業

については、精神科病院の休日や夜間の診療

体制を輪番制により確保するとともに、緊急

の電話相談や医療機関の紹介を行う精神科救

急情報センターを運営するものでございま

す。 

 説明欄３の精神通院医療費と４の重度心身

障がい者医療費助成事業は、精神障害者や重

度心身障害者の医療費の自己負担を軽減する

ものでございます。 

 説明欄５の発達障がい者支援医療体制整備

事業は、身近な地域で発達障害を診察できる

医師を確保するとともに、小児科と精神科医

が連携することにより、待機時間の短縮や診

療できる医療機関の充実を図るなど、医療体

制を整備する事業でございます。 

 次に、地域生活支援の充実についてです。 

 説明欄１の障害福祉サービス費等負担事業

は障害者について、２の障害児施設給付費等

支給・障害児施設措置事業は障害児につい

て、それぞれ施設入所や在宅サービス等に係

る県の負担金でございます。 

 説明欄３は、障がい者福祉施設整備費とし

て、社会福祉法人等に対し、施設整備等への

助成を行うものでございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 説明欄４の発達障がい者支援センター事業

は、発達障害のある方の相談から就労までの

総合的かつ専門的な相談機関として県内に２

カ所設置されております発達障がい者支援セ

ンターを委託して運営する事業でございま

す。 

 説明欄の５、ひきこもり対策推進事業は、

精神保健福祉センター内にひきこもり地域支

援センターを設置し、ひきこもりの本人や家

族等からの相談対応や支援者の養成、普及啓

発などに取り組むものでございます。 

 次に、社会参加の推進についてです。 

 説明欄１、遠隔手話通訳サービス事業は、

熊本地震の影響で手話通訳のニーズが高まっ

たことから、新規事業として、タブレット端

末等の情報通信機器を活用して、聴覚障害者

の方に遠隔で手話通訳サービスを提供する事

業です。 

 説明欄の２、障がい者在宅就業支援体制構

築モデル事業については、企業などで就業が

困難な障害者を支援するため、情報通信技術

を活用した在宅就業支援体制を構築するため

のモデル事業を実施するものです。 

 説明欄３、障がい者芸術・文化推進事業

は、障害のある方への県民の理解を進めるた

め、くまもと障がい者芸術展やフォーラムな

どの啓発事業を実施するものでございます。 

 説明欄４、2020年東京パラリンピック選手

育成・強化推進事業は、東京パラリンピック

に向け、出場可能性の高い選手を選出し、育

成、強化に取り組むものでございます。 

 最後に、27ページをお願いいたします。 

 やさしいまちづくりの推進についてです。 

 ＵＤやさしいまちづくり普及啓発事業は、

高齢者や障害者等の社会参加を促進するた

め、(1)のとおり、障害者等用駐車場の利用

証であるハートフルパスの普及、適正利用を

図るとともに、市町村への利用証交付窓口を

拡大してまいります。また、(2)のとおり、

車椅子やオストメイト対応型のトイレなど、

おでかけ安心トイレの普及促進を行ってまい

ります。 

 障がい者支援課は以上でございます。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 28ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 医師確保総合対策の１、通勤困難医療従事

者支援事業は、主に阿蘇地域の医療機関を対

象として、道路の積雪や凍結等によって通勤

や帰宅が困難となりました医療従事者の宿泊

費について助成を行うものでございます。 
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 ２の寄附講座開設事業は、熊大医学部附属

病院への寄附講座の開設により、地域医療を

担う医師の養成や地域への派遣等に取り組ん

でもらうものでございます。 

 ３の医師修学資金貸与事業につきまして

は、地域の医療機関などで一定期間就業する

ことを返還免除の条件とした修学資金を医学

生に対して貸与するものでございます。一定

期間とは、貸与期間の1.5倍としておりまし

て、貸与期間が６年の場合は９年間の地域勤

務が条件となります。 

 29ページをお願いいたします。 

 看護職員確保対策でございます。 

 １、地域医療提供体制回復総合対策事業で

すが、救急や周産期等の高度医療に従事する

看護職員の離職を防止するため、被災医療機

関の職員が在籍出向により県内外の他の医療

機関で研修等を行う場合に人件費等を助成す

る事業であります。この事業は、既に終了し

ておりました地域医療再生基金の活用を国に

お願いしまして、昨年度、計画の変更を認め

ていただいたものでございます。 

 ２、看護職員確保総合推進事業ですが、看

護師のキャリアアップ支援や病院内保育所の

運営費助成、ナースセンターの事業などを行

うものでございます。 

 飛びまして、５、看護師等修学資金貸与事

業ですが、医師修学資金と同じく、知事が指

定する医療機関で一定期間の就業を条件に、

返還が免除される修学資金でございます。こ

ちらは、５年間の就業を義務としておりま

す。 

 30ページをお願いいたします。 

 災害・救急医療対策の１、災害医療体制整

備事業ですが、基幹災害拠点病院であります

熊本赤十字病院と連携して災害医療研修、訓

練を行うものでございます。 

 へき地医療対策の１、へき地医療施設運営

費補助ですが、８つの僻地診療所と２つの僻

地医療拠点病院の運営費等に対する助成でご

ざいます。 

 小児・周産期医療対策につきましては、31

ページをお願いいたします。 

 ２の熊本県小児在宅医療支援センター運営

事業ですが、継続的に医療的なケアが必要な

子供たちのＮＩＣＵ等からの退院を円滑に進

めるため、昨年12月に熊大病院が開設しまし

た小児在宅医療支援センターに対して助成を

するものでございます。 

 脳卒中・急性心筋梗塞対策の１、脳卒中等

医療推進事業ですが、急性期拠点病院が行い

ますＭＲＩ、ＣＴ等の設備整備に対する助成

でございます。 

 歯科医療対策の１、医科歯科病診連携推進

事業ですが、歯科のない回復期の病院に対し

て地元の歯科医が訪問診療を行うための協議

会の設置や、関係者の研修に関する事業でご

ざいます。 

 32ページをお願いいたします。 

 医療提供体制の充実の１、地域医療構想推

進事業、新規事業ですが、先月策定しました

地域医療構想を着実に推進するために、県レ

ベルと各構想区域の地域レベルにおいて調整

会議を設置いたします。各地域の実情に応じ

た体制整備等について協議することとしてお

ります。 

 ２の回復期病床への機能転換施設整備事業

ですが、将来病床機能の不足が見込まれてお

ります回復期病床に転換をする医療機関に対

して助成を行う事業でございます。 

 ３の地域医療等情報ネットワーク基盤整備

事業、これはくまもとメディカルネットワー

クと言っておりますが、質の高い効率的な医

療を提供するために、医療機関、訪問看護ス

テーション、薬局、介護施設等をＩＣＴを活

用してネットワーク構築をする県医師会に対

する助成事業でございます。平成33年度まで

に約2,500の施設をつなぐ計画としておりま

す。 

 医療政策課は以上でございます。 
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○髙水国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の33ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明申し上げます。 

 国民健康保険制度安定化対策についてでご

ざいます。 

 説明欄１の国民健康保険助言指導等事業

は、保険者であります市町村等に対して、国

保運営に関し必要な助言等を行うとともに、

平成30年度からの国保の財政運営責任等の都

道府県移行に向けた準備を行うものでござい

ます。 

 次に、２の市町村広域化基盤整備事業は、

市町村国保が行う第三者求償事務及び保険料

(税)収納率向上対策事務の広域化を推進する

ための基盤整備に要する経費を国保連合会に

対して助成するものでございます。 

 ３、国民健康保険制度安定化対策事業は、

国保制度安定化のための交付金、負担金でご

ざいます。 

 (1)県調整交付金は、市町村国保の財政調

整のための各市町村の医療費や所得水準、災

害などの特別の事情に基づき交付するもので

ございます。 

 (2)保険基盤安定県負担金は、市町村が行

う低所得世帯の保険料(税)の軽減に要した費

用を負担するための県負担金でございます。 

 (3)高額医療費共同事業県負担金は、１件

80万円を超える高額な医療費の発生による市

町村国保への急激な影響を緩和するための県

負担金でございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 ５、国民健康保険財政安定化基金事業は、

平成30年度からの国保の財政運営責任等の都

道府県移行に向けて、国保財政の安定化のた

め、国庫補助により基金を積み立てる事業で

ございます。 

 後期高齢者医療対策でございます。こちら

は、後期高齢者医療制度の安定化のための県

負担金でございます。 

 (1)の医療給付費県負担金は、後期高齢者

医療に要した費用について、(2)の保険基盤

安定県負担金は、国保と同様、低所得者等の

保険料軽減に要した費用について、(3)の高

額医療費県負担金は、これも、国保と同様

に、高額な医療費の発生による広域連合への

急激な影響を緩和するための費用について、

それぞれ一定の割合で広域連合や市町村に交

付する県負担金でございます。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 35ページをお願いいたします。 

 まず、生涯を通じた健康づくりです。 

 説明欄１の熊本地震健康維持増進事業は、

仮設住宅に入居されている方に熱中症対策な

どの健康支援情報のリーフレットを配布する

など、被災者の方々の健康の維持増進を図る

事業です。 

 ２の健康・食生活実態調査事業は、被災者

の方々の震災後の健康状態を把握、分析いた

しまして、今後の対策に反映させるもので

す。 

 ３の健康長寿推進事業は、職場や家庭での

健康づくりに取り組むことができるよう、モ

デル事業の実施や啓発キャンペーンを行うも

のでございます。 

 ５の歯科保健推進事業は、歯の健康づくり

の普及啓発を初め、４歳未満児へのフッ化物

塗布事業、小中学校等が行うフッ化物洗口事

業に対する助成を行うものでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 健康食生活・食育の推進でございます。 

 説明欄１の健康食生活・食育推進事業は、

生活習慣病の発症予防と重症化予防の観点か

ら、食育の普及啓発活動等を行うものでござ

います。 

 また、安全、安心な食事を提供いたします
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くまもと健康づくり応援店、これを指定する

など、食の環境整備にも取り組んでまいりま

す。 

 次に、がん対策の推進です。 

 説明欄１のがん診療施設設備整備事業は、

医療機関が行いますがん診療設備の設備経費

について助成するもので、今年度は、６病院

を予定しております。 

 ２のがん緩和ケア提供体制整備事業は、が

ん患者の方の療養の質を向上させるために、

緩和ケアの専門医の育成や医療機関のネット

ワークの形成について助成をするものでござ

います。 

 37ページをお願いいたします。 

 難病対策の推進です。 

 １の指定難病医療費は、難病患者の方々の

負担軽減のために、国が指定をします難病に

つきまして、医療費の一部を公費負担するも

のです。本年４月現在で指定難病数が330、

県内の難病患者数は約１万5,700人となって

おります。 

 次に、原爆被爆者対策の推進です。 

 １の原爆被爆者特別措置費は、原爆に起因

します病気やけがの状態等にある方々へ健康

管理手当などの各種手当の支給を行うもので

す。現在、1,069人の方に被爆者健康手帳を

交付しております。 

 最後に、ハンセン病問題対策の推進です。 

 １のハンセン病事業費は、ハンセン病問題

への理解を深めるための研修会等の開催、菊

池恵楓園を訪問いたしまして、入所者の方々

との意見交換会の実施、ハンセン病問題啓発

推進委員会等の開催を行うものでございま

す。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 主なものを御説明いたします。 

 38ページをお願いいたします。 

 まず、項目の欄の一番上、災害対策です。 

 １の新規事業でモバイルファーマシー整備

事業についてです。 

 昨年の熊本地震では、大分県、広島県及び

和歌山県からモバイルファーマシー、災害対

策医薬品供給車両３台の派遣支援を受け、被

災地で3,700枚余りの処方箋に対応していた

だきました。その有用性が実証されたところ

でございます。今後の大規模災害に備え、本

県でも導入に向け、公益社団法人熊本県薬剤

師会が購入に要する経費を一部助成するもの

でございます。 

 次に、項目の２つ目、生活衛生関係営業施

設の振興及び衛生対策についてです。 

 ２の生活衛生営業振興対策事業につきまし

ては、公益財団法人熊本県生活衛生営業指導

センターが実施する経営相談や研修事業など

への助成を通じて、経営安定や衛生水準の向

上を図ります。 

 次に、項目の一番下の献血推進対策につい

てです。 

 医療に必要な血液を確保するため、広く県

民の皆様へ啓発活動を行うとともに、特に若

年層献血者確保対策といたしまして、大学生

組織との連携や将来の献血者確保を見据え

て、小中高校生に対しての出前講座を通して

意識向上を図ってまいります。 

 39ページをお願いいたします。 

 項目の一番上の臓器移植・骨髄移植対策で

す。 

 移植医療を推進するため、県の臓器移植コ

ーディネーター等の活動強化や臓器提供体制

の整備に努めるとともに、公益財団法人熊本

県移植医療推進財団と連携して、普及啓発活

動を推進いたします。 

 次に、項目の２つ目、医薬品等の安全確保

対策についてです。 

 ２の後発医薬品の安心使用推進及び普及啓

発事業ですが、県民や医療従事者が安心して

後発医薬品を使用できる環境づくりを進める
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ため、県内主要病院での後発医薬品採用リス

トの更新、配布、それから講習会の開催など

情報提供に努めますとともに、地域協議会の

設置に取り組み、地域レベルでの安心使用促

進を図ってまいります。 

 次に、項目３つ目の薬物乱用防止対策につ

いてです。 

 １の薬物乱用防止事業ですが、青尐年に薬

物乱用が広がらないように、県警や教育委員

会などと連携しまして、小中学校、高等学校

での薬物乱用防止教室を開催することで、薬

物の正しい知識の普及を図り、薬物乱用を許

さないくまもとづくりを進めます。 

 40ページをお願いいたします。 

 在宅医療の推進についてです。 

 地域単位で薬局薬剤師による在宅医療を推

進するため、公益社団法人熊本県薬剤師会が

行う養成研修や応需体制の整備等の経費を助

成するものです。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

○田代国広委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて、担当課長から資

料に従い説明をお願いします。 

 初めに、永井病院事業管理者。 

 

○永井病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 資料の説明に先立ち、県立こころの医療セ

ンターの役割と現在力を入れております事業

及び病院経営の概要について御説明申し上げ

ます。 

 まず、当センターの本県におけます精神科

医療の中核病院としての役割について御説明

いたします。 

 １点目は、セーフティーネット機能であり

ます。これは、措置入院など民間では対応が

困難な患者の受け入れや、薬物依存など専門

性が必要な患者の治療を行う機能でありま

す。２点目は、地域社会のニーズにいち早く

対応していく機能であります。現在力を入れ

ているものは、患者の地域移行支援と児童・

思春期医療の２つであります。 

 患者の地域移行支援につきましては、平成

26年４月から院内に地域生活支援室を設置

し、支援室のスタッフを中心に、退院後のサ

ポートを行っております。 

 児童・思春期医療につきましては、平成24

年４月から専門医師による外来診療を開始し

ております。受診者は年々増加し、平成28年

度の受診者数は、延べ1,249人となっており

ます。また、平成29年度には、専用の入院施

設の開設を予定しております。 

 次に、病院事業の経営の概要について御説

明します。 

 県立病院としての役割を果たす上では、収

支が厳しい分野に取り組む必要もあります

が、一般会計からの繰入金に過度に頼ること

のないよう中期経営計画を策定し、経費の削

減とさらなる医業収益の確保に努めていると

ころです。 

 以上が当センターの概要でございますが、

詳細につきましては、総務経営課長から説明

いたします。よろしくお願い申し上げます。 

 

○田代国広委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いします。 

 

○緒方総務経営課長 41ページをお願いしま

す。 

 病院事業会計には、収益的収支と資本的収

支があります。 

 下の(注)に記載しておりますが、収益的収

支とは、一事業年度の企業の経営活動、すな

わち病院事業に伴って発生する全ての収益と

費用。資本的収支は、建物、施設の建設や企

業債の償還など、費用とその財源となる収入

をあらわしております。 

 まず、収益的収支であります。 

 収入は16億3,800万円余、これは、第２次
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中期経営計画に基づく患者数をもとに見込ん

だ収益、一般会計からの繰入金等でございま

す。支出は16億3,700万円余、運営費用を計

上しております。 

 次に、資本的収支であります。 

 収入はゼロ、内部留保資金により対応する

こととしております。支出は３億4,200万円

余、企業債の償還、施設設備の更新費などを

計上しております。 

  42ページをお願いいたします。 

 平成29年度、病院局における主要事業等で

あります。 

 まず、病院の概要であります。 

 開設時期、所在地につきましては、資料記

載のとおりであります。 

 病床数は200床ですが、平成20年４月から

50床を休床し、現在、肺結核合併症のための

病床10床を含む150床で運営しております。 

 次に、中段、第２次中期経営計画の推進で

あります。 

 この計画は、センターの基本理念及び幸せ

実感くまもと４カ年戦略、第６次熊本県保健

医療計画に基づき、前計画の成果と課題を踏

まえて策定した計画であり、センターが進む

べき方向性を示したものであります。 

 計画期間は、平成25年度から平成29年度ま

での５年間となっております。 

 まず、１、県立病院として果たすべき役割

であります。 

 (1)継続・充実する取り組みですが、措置

入院患者など民間精神科病院では対応困難な

患者の最終的な受け入れ、いわゆるセーフテ

ィーネット機能の維持、充実等に取り組んで

おります。 

 (2)です。新たなニーズに対応するための

取り組みとしては、①患者の地域生活支援の

充実と、次のページ、②児童・思春期医療の

積極的推進があります。 

 まず、①患者の地域生活支援の充実につい

てですが、具体的には、平成26年４月、地域

生活支援室を設置しました。医師、看護師、

精神保健福祉士など医療スタッフが連携し

て、患者の社会復帰、地域生活を支援してお

ります。 

 43ページをお願いします。 

 ②児童・思春期医療の積極的推進について

であります。 

 現在、児童・思春期においては、県内の専

門医療機関や専門医の不足が課題となってお

ります。そこで、外来診療体制を強化すると

ともに、新たに入院施設を開設するものであ

ります。 

 受診者数は、平成24年度224人から平成28

年度1,249人と年々増加しております。 

 現在、今年度予定している児童・思春期専

用病床の開設に向け、取り組んでおります。 

 これらの取り組みのほか、安全で質の高い

医療の提供や運営体制の強化、安定した経営

基盤の維持、向上にも取り組んでおります。 

 44ページをお願いします。 

 平成29年度当初予算であります。 

 41ページで説明いたしました当初予算の内

訳などを記載しております。 

 最後に、第３次中期経営計画の策定であり

ます。 

 平成30年度以降の病院経営の指針となる第

３次中期経営計画を平成29年度内に策定する

こととしております。 

 病院局からは以上であります。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、主要事業等について質疑を

受けたいと思います。 

 質疑を受けた課は、課名を言って着座のま

まで説明をしてください。 

 それでは、質疑、ございませんか。 

 

○鎌田聡委員 33ページの国保・高齢者医療

課の国保の財政運営責任の都道府県移行に関

して、30年からということでありますが、こ
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れは、財政運営責任ということで、実際の保

険料を統一したりとかそういった作業も出て

くるんですかね。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 国が示してお

ります改革の方向の中では、将来的な統一と

いうのはうたわれているんですけれども、本

県の場合、全国的に比べまして、医療費の格

差が２倍あるということで、非常に格差が大

きい状況がございますので、なかなか一気に

は統一は難しいというふうに考えておりま

す。 

 したがいまして、その保健事業であります

とか医療費適正化の取り組みを推進した上

で、医療費の平準化がなされた段階で統一の

方向で進めていきたいということで考えてい

るところでございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、30年からのやつは、

現行の市町村の医療費と、国保の医療費、保

険料ということでやるんですか。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 平成30年度か

ら大きく変わりますのは、今市町村は、それ

ぞれ市町村単位に特別会計を設けて運営して

おりますが、今委員おっしゃいましたよう

に、それを県全体で財布を大きくして運営す

ると。その大きな中で、１つは、大きく２つ

ございまして、１つは、公費を投入するとい

うこと、それから財政運営を県がやるという

ことで、公費が入ってくることによりまし

て、新たな仕組みとして納付金制度というも

のができます。これは、県で県全体の医療費

総額を推計し、それを市町村ごとの医療費水

準でありますとか、被保険者数でありますと

か、所得水準でありますとか、こういったこ

とによりまして、各市町村ごとの納付金額を

まず算定をいたします。それを集めるとした

場合に必要となる標準保険料率というものを

県からお示しをし、まず、その標準保険料率

で各市町村が集めていただければ、うまく回

っていくというふうな改革でございます。 

 したがいまして、全く同じ保険料というこ

とではなしに、新たな仕組みに変わることに

よりまして保険料の算定も変わってくる、結

果といたしまして、ただいま試算の段階でご

ざいますが、保険料が上がるところもあれ

ば、下がるところもあると。これは今試算中

でございまして、国の示す係数等を用いて、

今激変緩和策も含めて検討を進めているとい

う状況でございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、30年からは、若干そ

ういった保険料の増減が、まあ、減はないで

しょうけれども、増はあり得ると。減もある

んですかね。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 全く同額とい

うことではなしに、今申しましたように、市

町村全体で助け合いの仕組みといいますか、

そうなりますので、上がるところもあれば、

下がるところも出てくるということになろう

かと思っております。 

 

○鎌田聡委員 今実際どうなんですか。保険

料の収納率というのは、市町村ごとに違うで

しょうけれども、全体的に平均してどのくら

いなんですか。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 県の市町村ご

との収納率でございますが、平成27年度の数

字で申し上げますと、全体平均で、現年分が

91.29％でございます。これは全国と比較し

ますと、全国平均が91.45でございますの

で、全国では38位というふうな状況にござい

ます。 

 

○鎌田聡委員 まあ、その30年からの保険料

が上がるか下がるかわかりませんけれども、

そういうことによって、また収納率あたりに



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年４月27日) 

 - 18 - 

影響が多分出てくるんじゃないかなと思いま

すけれども、そういった影響も緩和しなが

ら、29年度、できるだけというか、可能な限

りそういった市町村の、県民の理解を得て、

そういったことがきちんとできるような対

応、１年間、これはかなり大きな部分で、負

担増になる部分が出てくると思いますので、

しっかりと県民周知も含めて取り組みをして

いただきたいと思います。 

 それと、もう１点、よかですか。 

 

○田代国広委員長 はい。 

 

○鎌田聡委員 被災者の医療費の減免という

のはどこに出ているんですか。減額されてい

る。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 今のお尋ねは

熊本地震の関係で、国保の一部負担金の減免

のお話だと思います。 

 この予算事業の中では、この中で申します

と、今回、あと半年間、その仕組みを延長す

るということで国のほうから話が来ておりま

して、ただ、昨年度２月までは、発災後１年

間は、その一部負担金総額全部国が見るとい

う仕組みだったんですけれども、延長された

半年間については、その各市町村ごとに見ま

して、負担割合の大きさに応じて国が10割見

たり、９割見たり、８割見たりというふうに

なっていまして、その残りの分を県が見ると

いうふうにしておりますが、この33ページの

３の(1)になりますけれども、県調整交付

金、こちらのほうで、この残りの市町村負担

分については県で負担をし、結果として半年

間は市町村の負担はないというふうな取り組

みをする予定でございます。 

 

○鎌田聡委員 半年間は決まりですか。また

延長の余地もあるんですかね。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 国のほうが一

応そう申しておりますので、県では、あと半

年間の延長というふうに考えているところで

ございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 今の国民健康保険に関連し

てお尋ねしますけれども、試算が各都道府県

でなされていまして、それを公表している県

もふえてきているかというふうに思いますけ

れども、これは、今国保は払いたくても払え

ないというようなことがかなり大きな問題に

なっておりまして、試算なんかが公表された

部分で見ると、圧倒的多数は上がるという状

況になっていますし、出された段階で、その

市町村なんかが、あるいは被保険者が相当心

配するというか、そういうことになりはしな

いかと思っているんです。だから、そういう

点では、県の試算も率直に早目に出して市町

村なんかともやっぱりしっかり協議していく

ということが大事じゃないかと思うんですけ

れども。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 試算の公表に

ついてでございますが、今の試算につきまし

ては、各市町村の担当課長レベルでつくって

おります連携会議というところで具体的な試

算結果をお示しし、説明をしているところで

ございます。いわゆる公表につきましては、

現在の試算といいますのは、ただ、28年度の

数字をもとにした29年度の試算でございます

し、国が示しておる係数も仮の係数、それか

ら実際の移行は平成30年度からになるわけで

ございますが、平成30年度からの公費の入り

ぐあいがまだ不明確であるという点と、それ

から試算のシステム自体がまだバグがあると

いいますか、まだまだ試算しながらふぐあい
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を調整している段階でございますので、現時

点の試算を公表すると、その数字がひとり歩

きをするといかがなものかということで、市

町村との協議には実際示して協議を進めてお

りますが、公表ということは現時点ではまだ

考えていないところでございます。 

 

○山本伸裕委員 市町村に対しては出してい

ると。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 はい。 

 

○山本伸裕委員 じゃあ、委員会で委員に出

すようなことはないんですか。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 試算自体は、

当該市町村、それから、例えば郡単位、それ

からそういった形で全部を全ての市町村に出

すという形ではなしに、近隣のところで医療

費水準が近いところとか、そういった形で、

あくまでも試算ということで今検証も含めて

市町村にお示ししておりますので、先ほど申

しましたように、ひとり歩きするという部分

の心配がございますので、そういった事務協

議に使っていると。そういう形で進めさせて

いただいている状況でございます。 

 

○山本伸裕委員 国の係数、確かに、まだは

っきりしていない部分もあるかと思うんです

けれども、それは大体どういうふうに係数を

出すかというのは、計算方法は出てますよ

ね、収納率の実績であるとか。それで、先ほ

どのお話で38位ですかね、熊本県の収納率と

いうのは。であれば、熊本県はいい係数が出

るということは期待できないのかなというふ

うなことを思ったりするんですけれども、国

の助成の規模からしても、大体被保険者１人

当たり1,000円ぐらいになるのかならないの

かというぐらいの額だと思うんですけれど

も、そう大きくは、金額は、傾向としては変

わらないというふうに思いますよ。 

 数字のひとり歩きということを心配されて

いらっしゃるみたいですけれども、傾向とし

ては、非常に全体の傾向を出す上では大事な

問題だと思うし、今問題としては、やっぱり

国保は、払いたくても払えないということが

非常に大きな問題として出ているわけですか

ら、そういう点では、やっぱり被保険者の心

配にも率直にどう応えていくかと、自治体の

不安とかにも応えていくかというふうなこと

が大事だと思いますので、あんまり数字のひ

とり歩きをおそれるばかりで、公表しないと

いうのはどうなのかなという気もしておりま

す。それはまた別の機会でもやっていきたい

と思うんですけれども、もう１つ、いいです

か。 

 

○田代国広委員長 どうぞ。 

 

○山本伸裕委員 国保の保険料は、市町村が

決めるということでいいんですか。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 先ほど申しま

したように、新たな仕組みの中で、県からは

各市町村ごとに保険事業納付金というものと

標準保険料率というものを各市町村ごとにセ

ットでお示しをする仕組みになります。これ

は、先ほど申した全体に対してＡ市は幾ら

で、それに対して標準保険料率はこれ。その

標準保険料率を参考に、実際の保険料率は市

町村で決められて、それに基づいて市町村が

賦課徴収をされるという流れになります。 

 

○山本伸裕委員 市町村が決めるということ

ですね。それで、一般会計からの繰り入れを

やっている自治体も尐なからずあると思いま

すけれども、それは県がそれに対してどうこ

うするというようなことはないわけですか、

介入したりとか、やめなさいとか。 
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○髙水国保・高齢者医療課長 今回の改革

の、先ほど申した大枠の仕組みがうまくいけ

ば、市町村の一般会計からの繰り入れはしな

くていいという仕組みになるというふうなこ

とで説明をさせていただいております。 

 

○山本伸裕委員 じゃあ、やめなさいと介入

するということではないわけですね。 

 

○髙水国保・高齢者医療課長 そういう言い

方ではございません。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 10ページで高齢者支援課に

お尋ねしたいと思いますけれども、こちらを

見ておりますと、介護にしろ、福祉にしても

人材が非常に不足しているということで、

2025年というのが一応のマックスといいます

か、高齢者の一番ふえる時期というのが言わ

れておるわけですが、県下の施設であったり

とか、高齢者の施設であったりとか、あるい

は患者、利用者数あたりを鑑みながら、これ

だけやっぱり職員が不足するであろうという

ような数値的なものというのは考えて出され

ていらっしゃるんですか。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 熊本県におきましての介護人材につきまし

ては、一昨年、国が調査をやりまして、県の

ほうでも調査をやっているわけでございます

が、そのときには、平成37年、2025年という

ことでございますが、現在のペースでいきま

すと、そのときには県全体では1,500人が不

足するという試算を出しております。また、

介護職員数につきましては、平成31年、2019

年までには、平成27年をベースにして3,000

人規模の増加を目指すというようなことで今

やっております。 

 今委員おっしゃいましたように、施設数に

応じて利用者もそこで生活をされているわけ

でございます。また、地域ごとにも、どうい

った今過不足の状況があるかとかいったこと

も、県としても、そこはある程度把握をし

て、今後必要な介護人材確保対策を講じてい

きたいというふうに考えておるところでござ

いまして、今年度は、介護保険事業支援計画

の策定年度でもございます。そういった中で

介護人材確保対策というものもいろいろとま

た考えていかなければいけないということ

で、今年度上半期に、介護人材の県内の需給

調査、実態調査をまずやりまして、それに応

じて、またいろんな対策を、介護人材確保の

対策を検討していきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 下の福祉人材の確保にもつ

ながると思うんですけれども、やっぱりそこ

にも書いてありますように、若者の新規参入

というか、早い段階から、そういう福祉であ

ったり介護だったりというような、興味であ

ったり関心を持ってもらうということは大事

だと思うんですね。これは、県教育委員会と

の連携といいますか、大事だと思うんですけ

れども、福祉に関する県の公立高校というの

は今４校ぐらいだったんですかね。福祉コー

スといいますか、そういう科のある学校とい

うのは。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 高齢者支援課のほうで今把握している数字

では、県内におきまして、福祉関係のコース

を設置しておる高校につきましては、12校ご

ざいます。 

 

○髙島和男委員 そんなにあるんですか。 
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○谷口高齢者支援課長 はい。その中で、介

護福祉士の受験資格が得られる高校につきま

しては６校。あと、初任者研修というものが

ございます。介護職員の初任者研修の修了を

したとみなされる資格でございますけれど

も、それを取得したとみなされるところが７

校ございます。 

 状況は以上でございます。 

 

○髙島和男委員 ちなみに、熊本市内はござ

いますか、その中に。 

 

○谷口高齢者支援課長 熊本市におきまして

は、２校ほどございます。 

 

○髙島和男委員 どことどこですか。 

 

○谷口高齢者支援課長 開新高校と熊本中央

高等学校でございます。 

 

○髙島和男委員 県立高校でということにな

りますと、先ほど課長12校とおっしゃいまし

たけれども、県立の高校でいくと、数字は、

また減りますよね。 

 

○谷口高齢者支援課長 県立高校につきまし

ては、県内で６校ということでございます。 

 

○髙島和男委員 何を言いたいかというと、

福祉サイドだけでは難しいと思うんですけれ

ども、ぜひやっぱり県教委とも相談をしなが

ら、これだけやっぱりふえていくというのは

もう随分前からわかっておったわけで、尐し

でもやっぱり早い時点で若い人たちをこうい

う職業に、繰り返しですけれども、興味、関

心を持っていくためには、そういう科目とい

うか、コースというか、設けたほうがいいん

じゃないかなと私は個人的に思っておりま

す。ぜひ一度検討をしてみていただければと

思います。 

 

○谷口高齢者支援課長 公立高校の定員の設

定に関して、知事部局のほうでどのような関

与ができるかわかりませんけれども、一応こ

ういった先生方のお声でありますとか、そう

いったものにつきましては、教育委員会のほ

うにまずはお伝えして、御相談をしていきた

いというふうに思っております。 

 

○髙島和男委員 続けていいですか。 

 

○田代国広委員長 はい。 

 

○髙島和男委員 38ページでございます。薬

務衛生課。 

 一番上の新規事業のモバイルファーマシー

の整備事業でございますが、これはもう本

当、先ほど御説明のとおりだと思うんですけ

れども、これは、何台、薬剤師会購入される

予定なんでしょうか。 

 

○大川薬務衛生課長 １台でございます。 

 

○髙島和男委員 １台。 

 

○大川薬務衛生課長 はい。 

 

○髙島和男委員 これは災害のときはもちろ

ん大活躍するわけですけれども、ふだんはど

ういう、活動というとあれですけれども、ど

ういう状況下にあるんでしょうか。 

 

○大川薬務衛生課長 まあ、他県での災害発

生、熊本県内もそうですけれども、災害発生

時に派遣するというのはもとより、あとは、

防災訓練、それから薬剤師会の中に災害薬事

コーディネーターという方が数名いらっしゃ

いますので、その方たちの研修会、あわせて

考えれば、県内、薬学部２校ございまして、

学生の実習、それから地域の防災訓練、その
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他いろいろ使い道はあるかと思っておりま

す。 

 

○髙島和男委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 23ページの子どもの貧困対

策のところなんですけれども、県からの調

査、どういった中身で、いつごろやるという

計画なんでしょうか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 子供の生活実態調査でございますが、中身

につきましては、子供が、例えば、放課後、

塾に行けているかどうかとか、自分が望んで

いるのに塾に行けないという子供たちがどの

ぐらいいるかだとか、あとは、朝食をきちん

ととっているのかどうかだとか、そういう生

活状況、それから教育状況、それから経済状

況等についてお尋ねする予定でございます。 

 

○山本伸裕委員 子供の貧困で考えたとき

に、非常に私も心配しているのが、１つは、

今おっしゃった食事、御飯がちゃんと３食と

れているか。お聞きしたところでは、例えば

学校給食があるところは１日１食だとか、そ

ういう話も聞いたりしているので、食事がと

れているかどうかという問題と、それから医

療の問題、医療では、例えば、病気になって

も病院にかかれないというようなお話も結構

聞いたりしていますし、虫歯になっても、学

校健診で虫歯が見つかっても病院に行かない

とかありますので、ちょっとそういう観点か

ら、例えば、シングルマザーであるとか、あ

るいは保険の種類、国保なのか、社保なの

か、協会けんぽなのかというようなところな

んかもちょっと、貧困とのかかわりでちょっ

とわかるような調査をお願いできないかな

と。 

 それから、さっき言われた修学、学力の問

題、修学の問題が非常にあると思うんです

ね。高校進学、大学進学の問題。そういった

ところなんかも子供の貧困の状況とあわせて

関連性みたいなのが調査をお願いできればあ

りがたいなと思ってますので、これは要望と

して。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 医療の状況につ

きましては、虫歯について、きちんと治療を

受けているのかどうか、受けられているのか

どうかという点。それから、先ほど保険の種

類についてお尋ねでしたけれども、現在のと

ころ保険の種類をお尋ねする項目は設けてお

りませんが、例えば世帯の状況、ひとり親世

帯であるのかどうか、そういうことについて

はお尋ねする予定でございます。健康につき

まして、また、教育につきまして関係機関と

相談をしながら項目を練っているところでご

ざいます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 同じく23ページの新規事業

のＤＶ被害者総合支援・加害者対応モデル事

業、これは、さっきおっしゃったのは、ＤＶ

を受けた方がまた自分の住みなれた地域に戻

りたいので、その被害者の方を支援しますと

いう説明だったんですけれども、この表題は

加害者対応モデル事業なので、加害者にも何

か対応するというふうに捉えていいんですか

ね。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 こちら、加害者対応モデル事業というふう

に書いておりますのは、委員おっしゃいます

ように、加害者に直接対応と申しますか、被

害者が加害者に対応できるような力を身につ
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けていただけるように、被害者をバックアッ

プするような事業というふうに考えていると

ころでございます。 

 先ほど申し上げましたが、一時保護された

被害者の方が、またもとの地域に戻ってこら

れるという状況で、このＤＶ被害者を支援す

る相談員の方々にとっては、再度、何度も何

度も同じ方の相談を受けると、加害に何度も

遭って同じような相談を受けるという状況で

ございます。これを何とか自立した生活に戻

せるようにバックアップしたいという思いが

ございまして、関係機関で連携しながら、も

ちろん警察等とも連携をしながら、例えば、

被害者がきちんと離婚届を出せるように、ま

た、養育費をきちんとかち取れるようにとい

った、そういう書類を提出したりだとか、ま

たは同行して支援をしていただくとか、そう

いう加害者対応についても視野に入れながら

支援していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 

○溝口幸治委員 わかりました。 

 意外と多いんですよね。またもとに戻ると

いうか、また同じことを繰り返すというのが

多いので、何かイメージ的には、加害者に出

ていってもらうのが一番いいんでしょうけれ

ども、そうじゃなくて、被害者をみんなでチ

ームを組んで守っていく、見守りたいと思い

ます。わかりました。 

 続けていいですか。 

 

○田代国広委員長 はい、溝口委員。 

 

○溝口幸治委員 38ページの薬務衛生課です

ね。 

 生活衛生環境確保対策事業ということで、

この中に書いてある要旨で、旅館とかホテル

が今民泊のことについて非常に懸念を示され

ている。一方、古民家とかを再生して、そう

いう民泊をやろうという人たちもいらっしゃ

るというところで、県で条例とかつくること

になっていくんだと思いますが、その辺の何

か今検討されているものとかあったら教えて

いただきたいというふうに思います。 

 

○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 法案が現在国会に提出中ということで審議

中でございまして、内容については、まだ出

てきてない状況です。各県にいろいろ問い合

わせをしますと、どこの課がどの分野を、ど

の部門を担当するのかとか、観光部門と衛生

部門ございますけれども、そこの振り分けも

まだはっきり見えてないような状況でござい

まして、現行法で申請を審査するというよう

な状況で、まだ動きは出ていないというよう

な状況でございます。 

 

○溝口幸治委員 わかりました。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 次に、その他で委員から何かございません

でしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 何かありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後４時32分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  厚生常任委員会委員長 


